
Jan11 | Vol87 |  2016

1ランク上のシニアライフの話  

男女の違いがなくなった 
遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、国民年
金（基礎年金）の遺族給付
になります。国民年金保険
の被保険者等が亡くなった
ときに、子および子のある
配偶者に年金が支払われ

るしくみです。
この遺族基礎年金ですが、
平成26年3月まで男女に差
がありました。それまでは、
お母さんが亡くなっても年
金は支払われないしくみだ

ったのです。
現在では、父母のいずれが
亡くなっても支給されるしく
みに変わりました。ただし、
配偶者に支給されるのは子
がいる場合のみです。
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